
 

 

 

 

 

 

 

 

鳴沢村第６次長期総合計画策定支援業務 

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 

鳴 沢 村 

 

 



- 1 - 
 

１ 業務の概要 

（１）委託業務名 

鳴沢村第６次長期総合計画策定支援業務 

 

（２）目的 

本村では、“心地よく健やかに暮らせるために みんなでつくる鳴沢村”

を将来像として村づくりを進めるため、平成２９年度に１０年間の総合的

なまちづくりの指針となる鳴沢村第５次長期総合計画を策定した。また、

平成２７年度には、まち・ひと・しごと創生法に基づく鳴沢村まち・ひと・

しごと創生人口ビジョン／総合戦略を策定し、村社会の持続可能性を確保

し、中長期的な人口の確保、少子高齢化を抑制するための施策に取り組ん

できた。 

長期総合計画および人口ビジョン／総合戦略の計画期間は令和８年度で

あり、改定時期を迎えていることから、長期総合計画および人口ビジョン

／総合戦略を見直し、両計画を統合した計画策定に係る支援業務を委託す

るものである。 

 

（３）委託内容 

別紙仕様書による 

 

（４）契約履行期間 

    契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

（５）予算額 

    提案上限額 ８，５００，０００円 

（消費税および地方消費税額を含む） 

 

（６）事務担当部署 

    鳴沢村役場企画課 長期総合計画策定担当 

    〒４０１－０３９８ 山梨県南都留郡鳴沢村１５７５番地 

    電 話 ０５５５－８５－２３１２（直通） 

    メール kikaku@vill.narusawa.lg.jp 
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２ 参加資格 

 本業務のプロポーザルに参加できるものは、次に掲げる全ての要件を満たす

ものであること。 

 

（１）鳴沢村プロポーザル方式実施要綱 （令和６年１２月１２日鳴沢村告示第５

８号）第６条の要件をすべて満たしている者であること。ただし、本業務

の特殊性などを考慮し、鳴沢村入札参加有資格者名簿に登録された者以

外の者の参加も認めるものとする。 

 

（２）過去１０年以内に山梨県内の官公庁における総合計画策定支援業務（同種、

類似事業含む）の実績があること。ただし、総合計画策定支援全体の実績

であり、アンケート調査や印刷など、業務の一部の実績は認めない。 

 

（３）役員等が鳴沢村暴力団排除条例（平成２４年鳴沢村条例第９号）第２条

第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

 

３ 実施スケジュール 

本プロポーザルに関するスケジュールは、下表のとおりとする。 

 

項目 期日 

実施要領等の公表 令和８年２月 ２日(月) 

質問書の提出期限 令和８年２月１３日(金)午後５時必着 

質問事項の回答 令和８年２月２０日(金) 

参加申込書類の提出期限 令和８年２月２５日(水) 午後５時必着 

企画提案書類の提出期限 令和８年３月 ６日(金) 午後５時必着 

審査(プレゼンテーション等) 令和８年３月１３日(金) 

審査結果通知 令和８年３月１９日(木) 

優先交渉権者特定、契約協議 令和８年３月中予定 

契約締結 令和８年４月１日予定 

※上記スケジュールは変更となる場合がある。 
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４ 参加申込書等の提出 

（１）受付期間 

   令和８年２月２日(月)から令和８年２月２５日(水)まで 

   （受付時間：土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

 

（２）参加申込書類 

   次の様式による印刷物をア～オの順にホチキス止めの上、１部を提出す

ること。併せて、電子メールにてＰＤＦ形式のデータを提出すること。 

   ア 参加申込書（様式第１号） 

   イ 会社概要（様式第２号） 

   ウ 同種業務実績調書（様式第３号） 

   エ 直近２ヶ年分の決算書の写し 

   オ 業務の実施体制 

     業務従事者について、次の内容がわかるよう記載すること。 

     ・役割、役職及び氏名、実務年数、主な業務実績、保有資格 

     ※業務担当者は、当該業務について専門的な知見を有し、他自治体

の計画に精通したものを配置すること。 

 

（３）提出方法 

   ① 郵送・・・配達記録が残る方法とすること。 

   ② 持参・・・（１）に示した期間内に持参すること。 

    ※電子データについては、提出先メールアドレス宛に送信 

    ※提出期限は必着とする。（提出期限を過ぎて提出された案件につい

ては受理しない。） 

 

（４）提出先 

   鳴沢村役場企画課（１ 業務の概要（６）参照） 

 

（５）参加資格の審査結果及び提案書提出の要請 

   参加申込者に対して、参加資格の審査結果について参加資格審査結果通

知書により通知を行うとともに、プロポーザル関係書類提出要請書により、

提案書の提出を求めるものとする。 
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５ 質問及び回答 

 本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式第４号）により提出すること。 

 

（１）提出期限 

   令和８年２月１３日(金)午後５時必着 

 

（２）提出先 

   鳴沢村役場企画課（１ 業務の概要（６）参照） 

 

（３）提出方法 

   電子メールに限る。なお、電子メール送信の際は件名に「鳴沢村第６次長

期総合計画策定支援業務 質問書（業者名）」と記載することとし、メール

送信後に、受信確認のための電話をすること。 

 

（４）回答方法 

   令和８年２月２０日(金)までに鳴沢村公式ホームページ内で公表回答す

る。なお、質問に対する回答は、本要領及び仕様書等の追加または修正とみ

なす。 

 

６ プロポーザルに関する事項 

 次のとおり企画提案書類を提出すること。 

 

（１）提出期限 

   令和８年３月６日(金) 午後５時必着 

   （受付時間：土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

 

（２）企画提案書類 

   提案書（様式第５号）を添えて、印刷した正本１部、副本１０部の計１１

部及び電子データを保存したＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ１枚を提出するこ

と。 

  ア 企画提案書【任意様式、Ａ４版４０ページ以内、両面印刷】 

    ・表紙及び目次は枚数に含め、提案書にはページ番号をつけること。 

     ・本文の文字フォントサイズは 10.5pt 以上とする。なお、図表等に付

記する注釈や注記などはこの限りではないが、明瞭に読み取れるよ

う考慮すること。 
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  イ 見積書【任意様式】 

     ・合計金額（税込み）と仕様書に基づく事業費の明細が記載されている

こと。 

  

（３）提出先 

   鳴沢村役場企画課（１ 業務の概要（６）参照） 

 

（４）提出方法 

   持参または配達記録が残る方法で郵送すること。 

 

（５）企画提案書等の取り扱い 

   ① 提出された企画提案書等は、本プロポーザルの実施以外の目的では

使用しない。 

   ② 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など法令に保護された第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提

案者が負うものとする。 

   ③ 企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を提

出すること。 

 

７ プレゼンテーションの実施 

 企画提案者は、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

 

（１）日時及び場所 

   ア 日時：令和８年３月１３日(金) 

   イ 場所：鳴沢村役場東棟２階 議員控え室 

   ウ 時間：準備５分 説明３０分 質疑応答１５分を予定 

   ※詳細な実施時間は、企画提案書類を提出した者にメールで通知する。 

   ※プレゼンテーション時には、企画提案書記載の内容以外の追加提案、追

加資料は受理しない。 

 

（２）実施内容 

   企画提案書類の説明（３０分）を受け、質疑応答（１５分程度）を行う。

なお、質疑に対して回答した内容は企画提案に含むものとする。 
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（３）実施方法 

   プレゼンテーション及び質疑応答は非公開とし、提出済みの企画提案書

類等によりプロジェクター等を使用して企画提案者が用意する端末にて実

施する。 

なお、プロジェクター及びスクリーンは村が用意する。その他プレゼンテ

ーションに必要な資材がある場合は、村と協議の上、提案者が持参すること。 

 

（４）説明者 

   企画提案者１者につき３名以内とすること。 

 

８ 選考方法 

（１）庁内関係者や学識経験者で構成する審査会において審査する。 

 

（２）審査は、提出された参加申込書類、企画提案書類及びプレゼンテーション

内容から「９ 選考基準」により評価を行い、優先交渉権者及び次点者を

選考する。 

 

９ 選考基準 

 選考の基準は、提案業務の実現性及び妥当性等について、企画提案書類の内容

評価と応募者の活動実績等の対応能力評価も含め別紙の審査基準表に基づき審

査する。  

なお、提案者が４者を超える場合、審査会は応募書類による書面審査を行い、

プレゼンテーション等の対象とする応募者をあらかじめ選定することができる

ものとする。この場合、書面審査の結果を全ての提案者に対して通知するととも

に、プレゼンテーション審査を実施する提案者に対しては、その旨を通知する。 

 

１０ 契約 

 審査会による審査結果に基づき、仕様書及び優先交渉権者の企画提案書類等

の記載事項を基本に協議の上、予算額の範囲内において契約を締結する。 

 また、特別な理由により優先交渉権者と契約を締結することができない場合

は、次点者と契約交渉を行うものとする。 
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１１ プロポーザルに係る留意事項 

 

（１）本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 

（２）企画提案者は、同一事業内容で複数の提案書の提出はできない。 

（３）辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を持参または郵送で提出すること。 

（４）公正な審査を妨害する恐れのある、あらゆる行為を禁止する。 

（５）次のいずれかに該当した場合、失格または無効とする。 

   ア 「２ 参加資格」を満たしていない場合 

   イ 提出期限を過ぎて企画提案書類が提出された場合 

   ウ 本要領に適合しないと認められる場合 

   エ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

   オ 本要領に定める手続き以外の方法により、審査員または関係者にプ

ロポーザルに対する援助を直接または間接的に求めた場合 

   カ 参考見積書が提案上限額を超えている場合 

   キ 会社更生法の適用を申請する等、契約を履行困難と認められる状態

に至った場合 

   ク プレゼンテーションを欠席した場合 

   ケ その他定める手続、方法等を遵守しない場合 

（６）提出物は返却しない。  

（７）提出された企画提案書類等は、選定作業等に必要な範囲で複写すること 

ある。  

（８）提出された企画提案書類等は、事業者選定の目的以外で使用しない。  

（９）本村から提供する資料以外は、応募者が独自で入手すること。  

（１０）この募集に伴い収集した個人情報は、本企画提案公募に係ることのみに

使用し、それ以外の目的に使用することはない。  

（１１）本件に係る情報公開請求があった場合には、鳴沢村情報公開条例(平成 

１７年条例第１１号)に基づき、提出書類を公開することがある。  

（１２）本プロポーザルに要した経費は、全て応募者の負担とする。 
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【別紙】審査基準表 

 

審査項目 審査基準 配点 

１．事業者の

評価 

業務の実施体制 

１．業務実施にあたり組織体制及び人員配置が適

正で、業務を通して柔軟な対応をとることが

できる体制か。 

２．総合計画策定支援業務の実績が十分にあり、担

当者の本業務に関する経験、実績が十分か。 

３．各種会議・村民アンケート・パブリックコメン

ト等への支援対応が十分か。 

２０点 

２．提案書の

評価 

①計画書策定に向けた提案について 

１．社会情勢や新たな社会の潮流、国や県、関係機

関等の最新動向を踏まえた提案となっている

か。  

２．本村の強み、可能性や課題を理解した提案とな

っているか。  

３．的確な指標・目標値の設定を行うための考え

方、提案となっているか。  

４．実現性のある提案となっているか。 

４０点 

②業務のスケジュール及び業務遂行方法 

１．提案されたスケジュールに実現性があるか。 

２．調査、作成にあたり行政との役割分担が明確

か。 

２０点 

３．価格の評

価 
見積書の妥当性を評価する。 

２０点 

 


